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意見書 講ずべき措置（全体像）
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農業利用から再エネ利用
への転換

農業と両立する再エネ
（営農型太陽光、風力）

耕地
439.7万ha

◆「農山漁村再エネ
法」の運用本格化

◆農地転用手続の透明
化

◆営農型太陽光は転
用許可不要に（単収
要件なし等）

◆風力にも同様の仕
組み創設

耕 作 放
棄地

42.3 万
ha

◆新たな仕組み
で「農業利用」
か「再エネ利
用」かの判断

⇒農業利用

⇒再エネ利
用

荒廃農地
／再生可
能
9.1万ha
荒廃農地
／再生困
難
19.2万ha

◆直ちに「非農地」

（出典：構成員作成）



農地への再エネ導入の実績

 平成30年までの農地に太陽光パネルを設置した実績は、5万9202件、9968.2ha

 営農型発電設備の下部農地面積の実績が560.0ha（Ｈ25～Ｈ30の６年間）

 営農型を除く、太陽光発電設備への農地転用の実績が9699.7ha（Ｈ25～Ｈ30の６年間）

 年間の平均導入面積を計算すると、営農型は年間約93ha、営農型以外で年間約1616ha、合計で年間1709ha

 2021年～2030年の10年で1万7090ha、2021年～2050年の30年では5万1270haにしかならない 3

（出典：農水省ウェブ）



今後の農地への再エネ導入の試算例
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太陽光発電の導入量(*1)：約145GW 
(*1) 2030年時点で再エネによる電力供給を45%に高めるシナリオ（自然エネルギー財団試算）
（自然エネルギー財団「2030 年エネルギーミックスへの提案（第1版）」P28、https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2030Proposal.pdf）

荒廃農地への導入面積(*2)：7.5万ha
(*2)現在および今後発生する荒廃農地は全体で約54万ha。このうち約14%（7.5ha）を自然エネルギーに適用すると仮定。
ゴルフ場・湖面など自然エネルギー転用が可能と思われる他の土地と合わせた約15万haで、110GW程度導入可能。（自然
エネルギー財団試算）
（自然エネルギー財団「2030 年エネルギーミックスへの提案（第1版）」p.29以下を参考に試算、https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2030Proposal.pdf）

太陽光発電の導入量(*1)：80%シナリオ前提で約420GW⇒カーボンニュートラルならより拡大
(*1) 2050年時点で温室効果ガス削減を80%に近づけるシナリオ（太陽光発電協会試算）
（太陽光発電協会「JPEA ビジョン・PV OUTLOOK 2050」、http://www.jpea.gr.jp/pdf/pvoutlook2050.pdf)

農地への導入面積(*2)：80%シナリオ前提で17万ha⇒カーボンニュートラルならより拡大
(*2)2050年時点で温室効果ガス削減を80%に近づけるシナリオにおいて、太陽光発電の導入量は約420GW、農業関連（耕作地・耕作放棄
地等）導入量を、耕作地76GW、耕作放棄地30GW、その他10GWとしている（注１）。１kW当たりの必要面積について、環境省ポテン
シャル調査に用いられる数値（耕作放棄地12㎡/kW、営農型16㎡/kW（注２)）を基にすると、これに必要な農地等は、耕作放棄地（及び
その他）へ4.8万ha、耕作地へ12.2万ha、合計で17万haと想定される（太陽光発電協会公表資料から構成員が試算）
（注１） 太陽光発電協会「JPEA ビジョン・PV OUTLOOK 2050」p.25以下を参考に試算。http://www.jpea.gr.jp/pdf/pvoutlook2050.pdf
（注２） 環境省「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委託業務報告書」p.69参照

2030年時点の試算例

2050年時点の試算例



（参考）自然エネルギー財団の試算

5
＊出典：自然エネルギー財団「2030 年エネルギーミックスへの提案（第1版）」p.30、https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_2030Proposal.pdf



農地規制の枠組み

農地の約88%

6（出典：農水省ウェブ資料に構成員加筆）
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農地法の仕組み

（出典：農水省資料等を参考に構成員作成）

土地が農地に
該当するか（非農地判断）

転用許可必要？
（例外該当性）

転用許可可能？

農用地区域内 第２種第１種 第３種

例外非該当

一時転用、
農業用施設
等

一時転用、
農業用施設
の他に、公
益的施設や
リゾート法

等

第３種で代替
不可なら可能 原則可能

農地ではない（再生困難な荒廃農地等）

例外に該当し転用許可不要（送電線、温室の支柱等の農業用設備等）

農地



農地と荒廃農地

「農地法の運用について」（平成21年農水
省局長通知）

「利用状況調査の結果、既に森林の様相を
呈するなど農業上の利用の増進を図ること
が見込まれない農地があった場合は、原則
として当該調査を行った年内に、第４に基
づき、「農地」に該当しない旨判断を行う
こと。」
（＊平成28年５月の通知改正で追加）

○非農地判断の実績
（平成26年～平成30年）
平成26年度：1.1万ha
平成27年度：1.0万ha
平成28年度：1.3万ha
平成29年度：1.4万ha
平成30年度：1.3万ha

○荒廃農地（Ｂ分類）19.2万ha
のうち、非農地判断済み3.1万ha
のみ
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（出典：農水省「荒廃農地の現状と対策について」（2020年4月）に加筆）



（参考）農地の概念図

9（出典：農水省提供情報より構成員作成）

＊令和元年：荒廃農地28.4万ha
A分類9.1万ha、B分類19.2万ha

（H30） （H30）

（H30）

（H30）（H30）

（A分類） （B分類）

※基本計画見通し414万ha(令和12年）



農振除外と農地転用の手続フロー
（農用地区域内での営農型以外の場合）

事前協議（市町村・農業委員会）

農用地利用計画変更手続
・市町村（農振法担当課）に申請

・公告縦覧・異議申立
・市から県への協議・同意

農用地利用計画変更決定
（農振除外）

農地転用許可手続
・市町村農業委員会に申請提出
（・都道府県機構と協議）

・農業委員会が意見を付し都道府
県等に送付

農地転用許可

所要期間
限定無し

４～８か
月程度

４０日
(８０日）

10（出典：農水省資料等を参考に構成員作成）



農山漁村再エネ法

 再生可能エネルギーの発電施設の設置を
行う場合には農地転用の許可があったも
のとみなすことが可能

 国が基本方針を定める

 市町村が協議会の関与の下基本計画を定
める

 事業者が設備整備計画を作成して市町村
から認定を受ける

 協議会の設置は任意だが基本計画を定め
たすべての市町村で設置されている

 農用地区域内の農地は対象外、第１種農
地も再生困難な荒廃農地等を除いて対象
外

 農地を農地以外のものにする場合、都道
府県知事の同意を得る必要

 現在、基本計画を作成済みの市町村は68、
作成中の市町村は16にとどまる

 同法による農地の転用実績は、約238ha

 2023年度に、この法律による再生可能エネルギー電気・熱に係る収入等の経済的な規模を600億円に
することを目標（現在372億円）
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（出典：農水省ウェブ）



営農型再エネ発電設備

 農地に支柱を立てて、営農を継続しながら太陽光発電設備を設置
 農用地区域内の農地や第１種農地であっても転用が可能な一時転用の形をとる
 一時転用の期間は一定の場合には最長10年間で認められるが、それ以外は最長３年間
 下部の農地で適切な営農が継続されることが要求されており、下部農地の単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較
しておおむね２割以上減少している場合には営農の適切な継続がされていないとされる

 地域で栽培されていない作物を生産する場合には、自然条件に類似性のある他地域の平均的な単収と比較する必要あり
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（出典：農水省ウェブ）


